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【会議資料】

教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項

令和６年度島本町社会教育関係団体活動支援補助金申請書（６
団体）等

横山教育長、岡本教育こども部部長、安藤教育こども
部次長、坂元生涯学習課長、住屋生涯学習課参事
兼図書館長、小林生涯学習課主査

教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項について

令和６年度島本町社会教育関係団体活動支援補助金の交付に
ついて

可

出 席 者

委 員
大野議長、辻副議長、松原委員、小林委員、藪田委
員、亀山委員

事 務 局

会 議 録

令和６年度第１回島本町社会教育委員会議

会 議 の 開 催 日 時
令 和 ６ 年 ６ 月 １ ７ 日
    午前１０時００分～ 午前１１時００分

島本町役場　３階　委員会室



【会議録】 

令和６年度第１回島本町社会教育委員会議 

 

■ 教育長あいさつ 

■ 自己紹介 

■ 議長・副議長の選出（大野議長、辻副議長を選出） 

■ 会議録委員の選出（松原委員を選出） 

■ 傍聴者確認（傍聴希望者２名を傍聴者として許可） 

 

【議 題】 

⑴ 教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項について 

事務局：  教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項につい 

 て、説明。資料１ 

委員：  生涯学習関係団体について、現在何団体登録されているか。

事務局：  令和５年度末時点で５１団体、令和６年５月時点で４６団体登録 

 されている。年度途中で申請される団体もあるため、登録数とし 

 ては横這いになるものである。 

議長：  本件について、承った。 

 

⑵ 令和６年度島本町社会教育関係団体活動支援補助金の交付について 

事務局：  令和６年度島本町社会教育関係団体活動支援補助金の交 

 付について、説明。資料２ 

委員：  申請の締切についてお伺いしたい。 

事務局：  申請の締切については、日付の定めはない。概ね５月中 

 旬頃を締め切りに各団体より申請いただき、申請された内 

 容を当会議にて諮る流れとなっている。 

事務局：  ５月中旬頃を締切に申請いただくが、その後に改めて申 

 請があった場合は、都度会議を開催することとなる。 

委員：  団体の総会開催日程の都合上、締切日に間に合わない場 

 合がある。締切日に明確な定めがないのであれば、配慮い 

 ただくようお願いしたい。 

事務局：  今後、各団体の実態に合わせて配慮していく。 



委員：  先ほどの説明であれば、申請は随時受け付けるという認 

 識で良いか。 

事務局：  問題ない。各団体が事業を実施するにあたり、できる限 

 り早い段階で交付をする必要があると考え、申請時期の設 

 定を行っている。随時申請は可能だが、申請の時期を逸し 

 てしまうと交付時期が遅くなってしまうため、各団体にて 

 よく吟味いただきたい。 

委員：  理解した。 

議長：  では、団体個別の審議を行う。 

  審議は１団体毎に行う。審議の公平性・透明性を担保す 

 るため、各団体より選出されている委員は、一時退室願う。 

 退室・入室の指示は議長より行う。 

  島本町文化協会の申請について、審議する。 

 事業名は「文化のつどい」である。 

 島本町文化協会の申請について、異議無ければ承認とす 

 る。 

委員：  異議なし。 

議長：   島本町ＰＴＡ連絡協議会の審議に先立ち、当該団体より 

 選出の委員は、一時退室願う。 

委員１名、退室。 

議長：  島本町ＰＴＡ連絡協議会の申請について、審議する。 

議長：  島本町PTA連絡協議会の申請について、異議無ければ承

認とする。 

委員：  異議なし。 

議長：   当該団体より選出の委員に、入室いただく。 

委員１名、入室。 

議長：  島本音楽協会の審議に先立ち、当該団体より選出の委員

 は、一時退室願う。 

委員１名、退室。 

議長：   島本音楽協会の申請について、審議する。 

  島本音楽協会の申請について、異議無ければ承認とする。 



委員：  異議なし。 

議長：   当該団体より選出の委員に、入室いただく。 

委員１名、入室。 

議長：   島本町少年野球協議会の申請について、審議する。 

  島本町少年野球協議会の申請について、異議無ければ承 

 認とする。 

委員：  異議なし。 

議長：   ボーイスカウト島本第１団の申請について、審議する。

  ボーイスカウト島本第１団の申請について、異議無けれ 

 ば承認とする。 

委員：  異議なし。 

議長：   ガールスカウト大阪府第９０団の申請について、審議す

 る。 

  ガールスカウト大阪府第９０団の申請について、異議無 

 ければ承認とする。 

委員：  異議なし。 

議長：   本件について、承った。 

 

⑶ その他 

事務局： 特になし。 

議長： 本件について、承った。  

 以上をもって閉会とする。  

 

 

 

以上 

 














































































































































